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◎新年度です。新しい組長さん、町内の安心・安全のためご協力・ご配慮をお願いします。 

 

 〇 自転車は、車両です。 

自転車に乗る人はドライバーです。交通ルールをしっかりと守りましょう。 

☆令和８年４月１日以降・・・自転車の交通違反に青切符が適用されます！！ 

（取り締まりの対象者は年齢が 16歳以上の人です） 

 

 〇特殊詐欺について 

●携帯電話に特殊詐欺の犯人から架電されるケースが急増しています。犯人からの電話を直

接受けないためには、犯人が使う国際電話番号などをアプリでブロックする対策が有効です。 

●警察庁推奨制度…民間事業者の最新の技術や独自にノウハウを活用した特殊詐欺等の被害防止に

有効なアプリについて、警察庁が一定の基準に適合するアプリを「警察庁推奨アプリ」として認定し、国

民に利用を推奨することで特殊詐欺等の被害防止を推進していく制度です。 

警察庁推奨アプリ（ダウンロード、利用料ともに無料） 

☆主な機能 

１． 国際電話番号の発着信一括ブロック・警告（Android OS のみ） 

２． 特殊詐欺等の犯行に利用された番号（国際電話番号を含む）の発着信ブロック 

３． 警察庁から特殊詐欺に関する防犯情報のお知らせ 

４． 民間事業者の最新技術等を活用                 （警察庁 HP より） 

＊詐欺対策byNTT タウンページ                                                                 

●不安を感じたらご相談ください 

☆警察相談専用窓口；♯9110 

☆消費者ホットライン；18８ 

☆総務省でんわんセンター；03-6162-1111 

（迷惑電話対策相談センター）  

＊詐欺バスターLite 

                 

詳細は、警察庁ホームページ（HP） 特殊詐欺対策ページを参照してください。 



◇【防 災】                    

◎地震用 マイタイムラインについて 

（もしもの時に備えていざという時の行動を事前に決めておきます。） 

 〇近所の人と協力体制を話し合っておいてください 

 〇防災訓練に参加しましょう（実施時に改めて通知します） 
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●まずは、自分自身の身を守る 
       

理解度チェック
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・倒れてくる家具や落下物に注意。 

 （落ち着いたら、ヘルメット、防災頭巾等を着用する） 

 

・その場で安全な場所を探し、身を伏せ、頭等を守る。 

 （ウサギ→ネズミ→カメ ⇒ この話覚えていますか？） 

 

・近くの家族の安全を確認する。 

 （外出中の家族は後で確認する） 

 

・火の始末をする。（初期消火はできる範囲で） 

（自宅に消火器はありますか？噴射時間はかなり短いです） 

 

・ドアを開けて逃げ道を確保する。 

（普段から廊下等の逃げ道は確保しておきましょう） 

 

・閉じ込められたときは大声などで外部に知らせる。 

 （音も有効、防犯ベル、警笛、打音など） 

 

・屋外ではブロック塀の倒壊や窓ガラスの落下に注意。 

（急いで外に出ることは、危険な場合があります、周囲をよく

確認しましょう） 

 

・大きな地震の後は、余震にも注意が必要です。 

（熊本地震の教訓！） 

 

・地震等の情報を確認して下さい。（公的な情報源より）  

・近隣の安否確認をお願いします。  

・閉じ込められた人がいたら、救出活動又は救出依頼をしてく

ださい 

 

・隣組内の、災害時要配慮者にご留意をお願いします。  

・町会組別一時集合場所で安否確認をしてください。 

（組長さんに報告できるまで、ご対応ください） 

 

・あらかじめ決めた方式で家族親戚等に無事を知らせてくださ

い。（ファミリーラインや SNS,災害用伝言ダイヤルなど） 

 

以下次号 

 

◎防犯防災通信「緑の風」（カラー版）は、パソコン、スマホで読むことも可能です。 

松本市のホームページから➡地域の掲示板→城北地区→各町会から→西町町会へ 


